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内

閣

府

○
文
部
科
学
省
令
第
一
号

厚
生
労
働
省

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

九
年
法
律
第
二
十
五
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な

提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
一
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

文
部
科
学
大
臣

林

芳
正

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

命
令
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内

閣

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
文
部
科

厚
生
労

府
学
省
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

働
省次

の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の

傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
法
第
三
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

（
法
第
三
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
三
条

法
第
三
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合

第
三
条

［
同
上
］

と
す
る
。

一

保
育
所
に
係
る
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
の

一

保
育
所
に
係
る
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
の

規
定
に
よ
る
認
可
そ
の
他
の
処
分
を
す
る
権
限
に
係
る
事
務
を
地
方
自
治
法

規
定
に
よ
る
認
可
そ
の
他
の
処
分
を
す
る
権
限
に
係
る
事
務
を
地
方
自
治
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
八
十
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
く

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
八
十
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
く

都
道
府
県
知
事
又
は
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（

都
道
府
県
知
事
の
委
任
を
受
け
て
当
該
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
が
行
う
場

以
下
単
に
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
の
長
の
委
任
を
受
け
て
当
該
都
道
府

合

県
又
は
指
定
都
市
の
教
育
委
員
会
が
行
う
場
合

二

都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
が
、
前
号
に
規
定
す
る
事
務
を
地
方

二

都
道
府
県
知
事
が
、
前
号
に
規
定
す
る
事
務
を
地
方
自
治
法
第
百
八
十
条

自
治
法
第
百
八
十
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市

の
二
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
の
職
員
が
補
助
執
行

の
教
育
委
員
会
の
職
員
が
補
助
執
行
を
行
っ
て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
当
該
都

を
行
っ
て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
当
該
都
道
府
県
に
お
け
る
幼
稚
園
及
び
保
育

道
府
県
又
は
指
定
都
市
に
お
け
る
幼
稚
園
及
び
保
育
所
に
関
す
る
事
務
の
執

所
に
関
す
る
事
務
の
執
行
等
の
状
況
に
照
ら
し
て
当
該
都
道
府
県
の
教
育
委

行
等
の
状
況
に
照
ら
し
て
当
該
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
の
教
育
委
員
会
が

員
会
が
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
を
行
う
こ
と
が
適
当
と
認
め
て
そ
の
旨
を
定

認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
を
行
う
こ
と
が
適
当
と
認
め
て
そ
の
旨
を
定
め
た
場

め
た
場
合

合
（
法
第
三
条
第
五
項
第
四
号
ニ
た
だ
し
書
の
主
務
省
令
で
定
め
る
ニ
本
文
に
規

（
法
第
三
条
第
五
項
第
四
号
ニ
た
だ
し
書
の
主
務
省
令
で
定
め
る
ニ
本
文
に
規

定
す
る
認
定
の
取
消
し
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認

定
す
る
認
定
の
取
消
し
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
も
の
）

め
ら
れ
る
も
の
）

第
四
条

法
第
三
条
第
五
項
第
四
号
ニ
た
だ
し
書
の
主
務
省
令
で
定
め
る
ニ
本
文

第
四
条

法
第
三
条
第
五
項
第
四
号
ニ
た
だ
し
書
の
主
務
省
令
で
定
め
る
ニ
本
文

に
規
定
す
る
認
定
の
取
消
し
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る

に
規
定
す
る
認
定
の
取
消
し
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
も
の
は
、
都
道
府
県
知
事
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
都

と
認
め
ら
れ
る
も
の
は
、
都
道
府
県
知
事
（
法
第
三
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の

市
所
在
施
設
（
以
下
単
に
「
指
定
都
市
所
在
施
設
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
幼
稚

規
定
に
よ
り
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
が
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
を
行
う
場
合

園
若
し
く
は
保
育
所
等
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
連
携
施
設
（
以
下
単
に

に
あ
っ
て
は
、
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
。
第
二
十
八
条
及
び
第
二
十
九
条
に
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「
連
携
施
設
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
指
定
都
市
の
長
。
第
七
条
第

お
い
て
同
じ
。
）
が
法
第
三
十
条
第
二
項
そ
の
他
の
規
定
に
よ
る
報
告
等
の
権

一
項
第
一
号
、
第
二
十
八
条
第
一
号
及
び
第
二
十
九
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ

限
を
適
切
に
行
使
し
、
当
該
認
定
の
取
消
し
の
処
分
の
理
由
と
な
っ
た
事
実
及

。
）
（
法
第
三
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
又
は
指
定
都

び
当
該
事
実
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
当
該
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
に
よ

市
の
教
育
委
員
会
が
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
都
道

る
業
務
管
理
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
の
取
組
の
状
況
そ
の
他
の
当
該
事
実
に
関

府
県
又
は
指
定
都
市
の
教
育
委
員
会
。
第
二
十
八
条
及
び
第
二
十
九
条
に
お
い

し
て
当
該
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
が
有
し
て
い
た
責
任
の
程
度
を
確
認
し
た

て
同
じ
。
）
が
法
第
三
十
条
第
三
項
そ
の
他
の
規
定
に
よ
る
報
告
等
の
権
限
を

結
果
、
当
該
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
が
当
該
認
定
の
取
消
し
の
理
由
と
な
っ

適
切
に
行
使
し
、
当
該
認
定
の
取
消
し
の
処
分
の
理
由
と
な
っ
た
事
実
及
び
当

た
事
実
に
つ
い
て
組
織
的
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
係
る
も

該
事
実
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
当
該
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
に
よ
る
業

の
と
す
る
。

務
管
理
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
の
取
組
の
状
況
そ
の
他
の
当
該
事
実
に
関
し
て

当
該
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
が
有
し
て
い
た
責
任
の
程
度
を
確
認
し
た
結
果

、
当
該
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
が
当
該
認
定
の
取
消
し
の
理
由
と
な
っ
た
事

実
に
つ
い
て
組
織
的
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
係
る
も
の
と

す
る
。

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
法
第
三
条
第
八
項
た
だ
し
書
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

（
法
第
三
条
第
七
項
た
だ
し
書
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
七
条

法
第
三
条
第
八
項
た
だ
し
書
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲

第
七
条

法
第
三
条
第
七
項
た
だ
し
書
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲

げ
る
場
合
と
す
る
。

げ
る
場
合
と
す
る
。

一

法
第
三
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
認
定
の
申
請
に
係
る
施
設
の
所
在
地
を

一

法
第
三
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
認
定
の
申
請
に
係
る
施
設
の
所
在
地
を

含
む
区
域
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号

含
む
区
域
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号

）
第
六
十
二
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
定
め
る
区
域
（

）
第
六
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
よ
り
都
道
府
県
が
定
め
る
区
域
を
い
う
。

指
定
都
市
の
長
が
法
第
三
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
認
定
を
行
う
場
合
に
あ

以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
特
定

っ
て
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
六
十
一
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に

教
育
・
保
育
施
設
（
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
教
育
・
保

よ
り
当
該
指
定
都
市
が
定
め
る
教
育
・
保
育
提
供
区
域
）
を
い
う
。
以
下
こ

育
施
設
を
い
い
、
同
法
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
子
ど
も
・

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
特
定
教
育
・
保
育
施
設
（
同
法
第
二
十

子
育
て
支
援
事
業
計
画
（
第
三
号
及
び
第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い

七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
教
育
・
保
育
施
設
を
い
い
、
同
法
第
六
十
一

て
「
市
町
村
計
画
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
整
備
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
を

条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
（
以
下
こ

含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
二
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
利
用

の
項
及
び
第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
「
市
町
村
計
画
」
と
い
う

定
員
の
総
数
（
当
該
申
請
に
係
る
施
設
の
事
業
の
開
始
を
予
定
す
る
日
の
属

。
）
に
基
づ
き
整
備
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
第

す
る
事
業
年
度
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
施
設
事
業
開
始
年
度
」
と
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二
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
利
用
定
員
の
総
数
（
当
該
申
請
に

い
う
。
）
に
係
る
も
の
で
あ
っ
て
、
同
法
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ

係
る
施
設
の
事
業
の
開
始
を
予
定
す
る
日
の
属
す
る
事
業
年
度
（
以
下
こ
の

る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
特
定
教
育
・
保
育

条
に
お
い
て
「
申
請
施
設
事
業
開
始
年
度
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
で
あ

施
設
以
外
の
幼
稚
園
の
収
容
定
員
の
総
数
（
申
請
施
設
事
業
開
始
年
度
に
係

っ
て
、
同
法
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に

る
も
の
を
い
い
、
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
以
外
の
幼
稚
園
に
在
籍
し
て

係
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
特
定
教
育
・
保
育
施
設
以
外
の
幼
稚
園
の
収
容

い
る
幼
児
の
総
数
が
当
該
収
容
定
員
の
総
数
に
満
た
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は

定
員
の
総
数
（
申
請
施
設
事
業
開
始
年
度
に
係
る
も
の
を
い
い
、
当
該
特
定

、
当
該
在
籍
し
て
い
る
幼
児
の
総
数
を
勘
案
し
て
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る

教
育
・
保
育
施
設
以
外
の
幼
稚
園
に
在
籍
し
て
い
る
幼
児
の
総
数
が
当
該
収

数
）
の
合
計
数
が
、
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
子
ど

容
定
員
の
総
数
に
満
た
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
在
籍
し
て
い
る
幼
児

も
・
子
育
て
支
援
事
業
支
援
計
画
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
二
条
に
お
い

の
総
数
を
勘
案
し
て
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
数
）
の
合
計
数
が
、
同
法
第

て
「
都
道
府
県
計
画
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
定
め
る
当
該
区
域
の
特
定
教

六
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
支
援

育
・
保
育
施
設
の
必
要
利
用
定
員
総
数
（
申
請
施
設
事
業
開
始
年
度
に
係
る

計
画
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
二
条
に
お
い
て
「
都
道
府
県
計
画
」
と
い

も
の
で
あ
っ
て
、
同
法
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前

う
。
）
（
指
定
都
市
の
長
が
法
第
三
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
認
定
を
行
う

子
ど
も
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
既
に
達
し
て
い
る
か
、
又
は
当
該
申
請

場
合
に
あ
っ
て
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定

に
係
る
施
設
の
認
定
に
よ
っ
て
こ
れ
を
超
え
る
こ
と
に
な
る
と
認
め
る
場
合

に
よ
り
当
該
指
定
都
市
が
定
め
る
市
町
村
計
画
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
お
い
て
定
め
る
当
該
区
域
の
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
必
要
利
用

定
員
総
数
（
申
請
施
設
事
業
開
始
年
度
に
係
る
も
の
で
あ
っ
て
、
同
法
第
十

九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
係
る
も
の
に
限
る

。
）
に
既
に
達
し
て
い
る
か
、
又
は
当
該
申
請
に
係
る
施
設
の
認
定
に
よ
っ

て
こ
れ
を
超
え
る
こ
と
に
な
る
と
認
め
る
場
合

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
園
長
の
資
格
）

（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
園
長
の
資
格
）

第
十
二
条

園
長
の
資
格
は
、
教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四

第
十
二
条

［
同
上
］

十
七
号
）
に
よ
る
教
諭
の
専
修
免
許
状
又
は
一
種
免
許
状
を
有
し
、
か
つ
、
児

童
福
祉
法
第
十
八
条
の
十
八
第
一
項
（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
第
十
二
条
の
五

第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に

あ
っ
て
は
、
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
登
録
を
受

け
て
お
り
、
及
び
、
次
に
掲
げ
る
職
に
五
年
以
上
あ
る
こ
と
と
す
る
。
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［
一
～
八

略
］

［
一
～
八

同
上
］

九

児
童
福
祉
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
施
設
及
び
連
携
施
設

九

児
童
福
祉
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
施
設
及
び
法
第
三
条

を
構
成
す
る
保
育
機
能
施
設
の
長
の
職

第
三
項
に
規
定
す
る
連
携
施
設
を
構
成
す
る
保
育
機
能
施
設
の
長
の
職

十

児
童
福
祉
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
施
設
及
び
連
携
施
設

十

児
童
福
祉
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
施
設
及
び
法
第
三
条

を
構
成
す
る
保
育
機
能
施
設
に
お
い
て
児
童
の
保
育
に
直
接
従
事
す
る
職
員

第
三
項
に
規
定
す
る
連
携
施
設
を
構
成
す
る
保
育
機
能
施
設
に
お
い
て
児
童

の
職

の
保
育
に
直
接
従
事
す
る
職
員
の
職

十
一

児
童
福
祉
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
施
設
及
び
連
携
施

十
一

児
童
福
祉
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
施
設
及
び
法
第
三

設
を
構
成
す
る
保
育
機
能
施
設
の
事
務
職
員
の
職

条
第
三
項
に
規
定
す
る
連
携
施
設
を
構
成
す
る
保
育
機
能
施
設
の
事
務
職
員

の
職

［
十
二
～
十
六

略
］

［
十
二
～
十
六

同
上
］

（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
の
認
可
の
申
請
又
は
届
出
等
）

（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
の
認
可
の
申
請
又
は
届
出
等
）

第
十
五
条

［
略
］

第
十
五
条

［
同
上
］

２

法
第
十
六
条
の
届
出
を
行
っ
た
市
町
村
（
市
町
村
が
単
独
で
又
は
他
の
市
町

２

法
第
十
六
条
の
届
出
を
行
っ
た
市
町
村
（
市
町
村
が
単
独
で
又
は
他
の
市
町

村
と
共
同
し
て
設
立
す
る
公
立
大
学
法
人
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

村
と
共
同
し
て
設
立
す
る
公
立
大
学
法
人
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
又
は
法
第
十
七
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
者
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ

じ
。
）
又
は
法
第
十
七
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
者
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ

る
事
項
（
市
町
村
に
あ
っ
て
は
第
一
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。

る
事
項
（
市
町
村
に
あ
っ
て
は
第
一
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。

）
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
都
道
府
県
知
事
（
指
定
都

）
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
都
道
府
県
知
事
（
地
方
自

市
又
は
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
（
第
二
十

治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
又
は
同
法
第
二
百
五
十
二

九
条
に
お
い
て
単
に
「
中
核
市
」
と
い
う
。
）
（
以
下
「
指
定
都
市
等
」
と
い

条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
（
以
下
「
指
定
都
市
等
」
と
い
う
。
）
の
区
域

う
。
）
の
区
域
内
に
所
在
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て
は
、
当

内
に
所
在
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て
は
、
当
該
指
定
都
市
等

該
指
定
都
市
等
の
長
）
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
長
）
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
法
第
十
七
条
第
六
項
た
だ
し
書
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

（
法
第
十
七
条
第
六
項
た
だ
し
書
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
二
十
二
条

法
第
十
七
条
第
六
項
た
だ
し
書
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、

第
二
十
二
条

［
同
上
］

次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

法
第
十
七
条
第
一
項
の
設
置
の
認
可
の
申
請
に
係
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ

一

法
第
十
七
条
第
一
項
の
設
置
の
認
可
の
申
請
に
係
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ

ど
も
園
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
場
所
を
含
む
区
域
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

ど
も
園
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
場
所
を
含
む
区
域
（
指
定
都
市
等
の
長
が
認
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法
第
六
十
二
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
定
め
る
区
域
（

可
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
六
十
一
条
第
二

指
定
都
市
等
の
長
が
認
可
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
法
第
六
十
一
条
第

項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
指
定
都
市
等
が
定
め
る
教
育
・
保
育
提
供
区

二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
指
定
都
市
等
が
定
め
る
教
育
・
保
育
提
供

域
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
特
定
教
育
・
保
育

区
域
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
特
定
教
育
・

施
設
の
利
用
定
員
の
総
数
（
当
該
申
請
に
係
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園

保
育
施
設
の
利
用
定
員
の
総
数
（
当
該
申
請
に
係
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど

の
事
業
の
開
始
を
予
定
す
る
日
の
属
す
る
事
業
年
度
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

も
園
の
事
業
の
開
始
を
予
定
す
る
日
の
属
す
る
事
業
年
度
（
以
下
こ
の
条
に

て
「
申
請
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
事
業
開
始
年
度
」
と
い
う
。
）
に
係

お
い
て
「
申
請
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
事
業
開
始
年
度
」
と
い
う
。
）

る
も
の
で
あ
っ
て
、
同
法
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学

に
係
る
も
の
で
あ
っ
て
、
同
法
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
小
学
校

前
子
ど
も
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
特
定
教
育
・
保
育
施
設
以
外
の
幼

就
学
前
子
ど
も
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
特
定
教
育
・
保
育
施
設
以
外

稚
園
の
収
容
定
員
の
総
数
（
申
請
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
事
業
開
始
年

の
幼
稚
園
の
収
容
定
員
の
総
数
（
申
請
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
事
業
開

度
に
係
る
も
の
を
い
い
、
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
以
外
の
幼
稚
園
に
在

始
年
度
に
係
る
も
の
を
い
い
、
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
以
外
の
幼
稚
園

籍
し
て
い
る
幼
児
の
総
数
が
当
該
収
容
定
員
の
総
数
に
満
た
な
い
場
合
に
あ

に
在
籍
し
て
い
る
幼
児
の
総
数
が
当
該
収
容
定
員
の
総
数
に
満
た
な
い
場
合

っ
て
は
、
当
該
在
籍
し
て
い
る
幼
児
の
総
数
を
勘
案
し
て
都
道
府
県
知
事
（

に
あ
っ
て
は
、
当
該
在
籍
し
て
い
る
幼
児
の
総
数
を
勘
案
し
て
都
道
府
県
知

指
定
都
市
等
の
長
が
認
可
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
指
定
都
市
等
の
長
）
が

事
（
指
定
都
市
等
の
長
が
認
可
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
指
定
都
市
等
の
長

定
め
る
数
）
の
合
計
数
が
、
都
道
府
県
計
画
（
指
定
都
市
等
の
長
が
認
可
を

）
が
定
め
る
数
）
の
合
計
数
が
、
都
道
府
県
計
画
（
指
定
都
市
等
の
長
が
認

行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
法
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
指

可
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
法
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当

定
都
市
等
の
長
が
定
め
る
市
町
村
計
画
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

該
指
定
都
市
等
の
長
が
定
め
る
市
町
村
計
画
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

に
お
い
て
定
め
る
当
該
区
域
の
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
必
要
利
用
定
員
総

。
）
に
お
い
て
定
め
る
当
該
区
域
の
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
必
要
利
用
定

数
（
申
請
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
事
業
開
始
年
度
に
係
る
も
の
で
あ
っ

員
総
数
（
申
請
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
事
業
開
始
年
度
に
係
る
も
の
で

て
、
同
法
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
係

あ
っ
て
、
同
法
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も

る
も
の
に
限
る
。
）
に
既
に
達
し
て
い
る
か
、
又
は
当
該
申
請
に
係
る
設
置

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
既
に
達
し
て
い
る
か
、
又
は
当
該
申
請
に
係
る

の
認
可
に
よ
っ
て
こ
れ
を
超
え
る
こ
と
に
な
る
と
認
め
る
場
合

設
置
の
認
可
に
よ
っ
て
こ
れ
を
超
え
る
こ
と
に
な
る
と
認
め
る
場
合

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
方
法
等
）

（
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
方
法
等
）

第
二
十
九
条

法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

第
二
十
九
条

法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
報
告
書
を
都
道
府
県
知
事
（
指
定
都
市
所
在
施
設
で
あ
る
認
定
こ

を
記
載
し
た
報
告
書
を
都
道
府
県
知
事
の
定
め
る
日
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
に

ど
も
園
に
つ
い
て
は
当
該
指
定
都
市
の
長
、
中
核
市
の
区
域
内
に
所
在
す
る
幼

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
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保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
（
都
道
府
県
が
単
独
で
又
は
他
の
地
方
公
共
団
体
と

共
同
し
て
設
立
す
る
公
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て

は
当
該
中
核
市
の
長
）
の
定
め
る
日
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の

と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

当
該
認
定
こ
ど
も
園
が
法
第
三
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
都
道
府
県
（
指

二

当
該
認
定
こ
ど
も
園
が
法
第
三
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
都
道
府
県
の
条

定
都
市
所
在
施
設
で
あ
る
幼
稚
園
若
し
く
は
保
育
所
等
又
は
連
携
施
設
に
つ

例
で
定
め
る
要
件
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

い
て
は
、
当
該
指
定
都
市
）
の
条
例
で
定
め
る
要
件
に
適
合
し
て
い
る
こ
と

と
し
て
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
事
項

を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
と
し
て
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
事
項

三

［
略
］

三

［
同
上
］

備
考

表
中
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

こ
の
命
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


